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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が実施した法科大学院認証評価について     

 

１．令和５年度に機構が実施した法科大学院認証評価について 

 

１ 評価の目的 

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構（以下「機構」という。）が、法科大学院を置く大学からの

求めに応じて、法科大学院に対して実施する評価（以下「評価」という。）においては、我が国の法科大

学院の教育等の水準の維持及び向上を図るとともに、その個性的で多様な発展に資することを目的とし

て、機構が定める法科大学院評価基準（以下「評価基準」という。）に基づき、次のことを実施します。 

（１） 法科大学院の教育活動等の質を保証するため、法科大学院を定期的に評価し、教育活動等の状

況が評価基準に適合しているか否かの認定をすること。 

（２） 当該法科大学院の教育活動等の質の向上及び改善を促進するため、法科大学院の教育活動等に

ついて多面的な評価を実施し、評価結果を当該法科大学院を置く大学に通知すること。 

（３） 法科大学院の活動について、広く国民の理解と支持が得られるよう支援及び促進していくため、

法科大学院の教育活動等の状況を多面的に明らかにし、それを社会に示すこと。 

 

２ 評価の実施体制 

法科大学院に関し高く広い知見を有する大学関係者及び法曹関係者並びに社会、経済、文化その他の

分野に関する学識経験を有する者により構成される法科大学院認証評価委員会（以下「評価委員会」と

いう。）の下に、実際の評価作業を行う評価部会を設置するとともに、評価部会等における横断的な事項

の審議、評価結果（原案）の調整を行うため運営連絡会議を設置し、評価を実施します。 

また、適合と認定されない評価結果（案）に対する意見申立ての審査を行うため、今年度の評価に加

わらなかった者から構成される意見申立審査専門部会を設置します。 

 

３ 評価方法及びプロセスの概要  

（１） 法科大学院における自己評価 

「自己評価実施要項」に従い自己評価書を作成し、機構に提出します。 

機構が定める法科大学院評価基準に適合しないと判断された法科大学院に係る追評価において

は、「追評価実施要項」に従い、本評価において満たしていないとされた基準について自己評価書

を作成し、機構に提出します。 

 

（２） 機構における評価 

① 書面調査：提出された自己評価書（関連資料・データ等を含む。以下同様。) について調査・

分析を行い、対象法科大学院の教育活動等の状況が基準を満たしているかどうか判

断を行います。また、法曹養成の基本理念や対象法科大学院の目的を踏まえて、特

に重要と思われる点を指摘事項として抽出します。 

② 訪問調査：書面調査では確認することのできない内容等を中心として、対象法科大学院を訪問

し現地調査を行います。なお、追評価においては、訪問調査は必要に応じて実施す

ることとしています。 

③ 評価結果の取りまとめ：書面調査による分析結果に訪問調査で得られた知見を加え、基準を満
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たしているかどうかの最終的な判断を行った上で評価結果（案）を作成し、意見の

申立ての手続きを経て評価結果として取りまとめます。 

④ 適合認定：評価の結果、各基準の判断結果を総合的に考慮し、評価基準に適合していると認め

る場合、対象法科大学院に適合認定を与えます。 

追評価においては、本評価時に満たしていないとされた基準について満たしてい

るか否かの判断を行い、先の本評価と併せて総合的に考慮し、評価基準に適合して

いると認める場合、対象法科大学院に適合認定を与えます。 

 

４ 評価のスケジュール 

（１）本評価 

① 機構は、令和４年６月に、申請を予定している法科大学院関係者に対し、評価の基準や方法等

について説明会を実施するとともに、当該法科大学院の自己評価担当者等に対し、自己評価書の

記載等について同様の方法により研修を実施しました。 

 また、令和４年９月までに申請した法科大学院の求めに応じて、各法科大学院の状況に即した

自己評価書の作成に関する個別研修を実施しました。 

 

② 機構は、令和４年７月から９月にかけて申請を受け付け、最終的に以下の 11法科大学院の評価

を実施しました。 

○ 国立大学（８法科大学院） 

 ・ 東北大学大学院法学研究科総合法制専攻 

 ・ 東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻 

 ・ 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻 

 ・ 京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

 ・ 大阪大学大学院高等司法研究科法務専攻 

 ・ 神戸大学大学院法学研究科実務法律専攻 

 ・ 広島大学大学院人間社会科学研究科実務法学専攻 

 ・ 九州大学大学院法務学府実務法学専攻 

○ 公立大学（２法科大学院） 

 ・ 東京都立大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻 

 ・ 大阪市立大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

○ 私立大学（１法科大学院） 

 ・ 学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

 

③ 機構は、令和５年６月に機構の評価担当者が共通理解の下で公正、適切かつ円滑にその職務を

遂行できるよう、評価の目的、内容及び方法等について研修を実施しました。 

 

④ 機構は、令和５年６月末までに対象法科大学院を置く大学から自己評価書の提出を受けました。 

 

    ※ 自己評価書提出後の対象法科大学院の評価は、次のとおり実施しました。 



 

- iii - 

５年７月 

 

８月 

 

 

 

10～11月 

 

12月 

 

 

６年１月 

 

 

 

 

３月 

書面調査の実施 

 

評価部会 

 ・基準ごとの判断の検討 

 ・書面調査による分析結果の整理 

 

訪問調査の実施 

 

評価部会 

 ・評価結果（原案）の作成 

 

運営連絡会議、評価委員会 

 ・評価結果（案）の取りまとめ 

 

評価結果（案）を対象法科大学院を置く大学に通知 

 

評価委員会 

 ・評価結果の確定 

  

（２）追評価 

① 機構は、令和５年６月末までに、以下の１法科大学院から申請を受け付け、追評価を実施しま

した。 

○ 私立大学（１法科大学院） 

 ・ 上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

 

②機構は、令和５年７月末までに、対象法科大学院を置く大学から自己評価書の提出を受けました。 

 

※ 自己評価書提出後の対象法科大学院の評価は、次のとおり実施しました。 

５年８月 

 

10月 

 

 

 

12月 

 

１月 

 

 

６年１月 

 

 

 

書面調査の実施 

 

評価部会 

 ・基準ごとの判断の検討 

 ・書面調査による分析結果の整理 

 

訪問調査の実施 

 

評価部会 

 ・評価結果（原案）の作成 

 

運営連絡会議、評価委員会 

 ・評価結果（案）の取りまとめ 

 

評価結果（案）を対象法科大学院を置く大学に通知 
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３月 

 

評価委員会 

 ・評価結果の確定 

 

５ 評価結果 

令和５年度に本評価を実施した 11 法科大学院の全てが評価基準に適合しているとする評価結果とな

りました。 

また、令和５年度に追評価を実施した１法科大学院は、先の評価と併せて、評価基準に適合している

とする評価結果となりました。 

 

（１） 本評価 

○ 評価基準に適合している法科大学院（11法科大学院） 

・東北大学大学院法学研究科総合法制専攻 

・東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻 

・名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻 

・京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

・大阪大学大学院高等司法研究科法務専攻 

・神戸大学大学院法学研究科実務法律専攻 

・広島大学大学院人間社会科学研究科実務法学専攻 

・九州大学大学院法務学府実務法学専攻 

・東京都立大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻 

・大阪市立大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

・学習院大学大学院法務研究科法務専攻 

 

（２） 追評価 

○ 先の評価と併せて評価基準に適合している法科大学院 

・上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 

 

６ 評価結果の公表 

評価結果は、対象法科大学院を置く大学に提供するとともに、文部科学大臣に報告しました。また、

対象法科大学院ごとに「令和５年度実施法科大学院認証評価 評価報告書」として、ウェブサイト

（https://www.niad.ac.jp/）への掲載等により、広く社会に公表しました。 
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７ 法科大学院認証評価委員会委員及び専門委員（令和６年３月現在） 

 （１）法科大学院認証評価委員会 

   石 井 徹 哉   大学改革支援・学位授与機構教授 

宇加治 恭 子   明倫国際法律事務所弁護士 

大 澤   裕   東京大学教授 

沖 野 眞 已   東京大学教授 

奥 田 隆 文   森･濱田松本法律事務所弁護士 

金 井 康 雄   元札幌高等裁判所長官 

紙 谷 雅 子   学習院大学名誉教授 

唐 津 惠 一   東海大学教授 

北 村 雅 史   関西大学教授 

◎木 村 光 江   日本大学教授 

小 林 哲 也   小林総合法律事務所弁護士 

清 水 秀 行   日本労働組合総連合会事務局長 

茶 園 成 樹   大阪大学教授 

土 井 真 一   京都大学教授 

富 所 浩 介   読売新聞東京本社論説副委員長 

中 川 丈 久   神戸大学教授 

服 部 高 宏   追手門学院大学教授 

濵 田   毅   同志社大学教授 

前 澤 達 朗   司法研修所教官 

○松 下 淳 一   東京大学教授 

峰   ひろみ   東京都立大学教授 

山 下 隆 志   池袋公証役場公証人 

山 本 和 彦   一橋大学教授 

横 山 美 夏   京都大学教授 

 

                           ※ ◎は委員長、○は副委員長 
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 （２）法科大学院認証評価委員会運営連絡会議 

青 井 未 帆   学習院大学教授 

青 木   哲   神戸大学教授 

石 井 徹 哉   大学改革支援・学位授与機構教授 

宇 藤   崇   神戸大学教授 

奥 田 隆 文   森・濱田松本法律事務所弁護士 

北 川 佳世子   早稲田大学教授 

木 村 光 江   日本大学教授 

小 池   泰   九州大学教授 

小 柿 徳 武   大阪公立大学教授 

下 井 康 史   大学改革支援・学位授与機構客員教授 

田 高 寛 貴   慶應義塾大学教授 

○中 川 丈 久   神戸大学教授 

成 瀬 幸 典   東北大学教授 

野 口 貴公美   一橋大学教授 

服 部 高 宏   追手門学院大学教授 

松 下 淳 一   東京大学教授 

峰   ひろみ   東京都立大学教授 

毛 利   透   京都大学教授 

山 川 隆 一   明治大学教授 

◎山 本 和 彦   一橋大学教授 

 

                           ※ ◎は主査、○は副主査 

 

 （３）法科大学院認証評価委員会評価部会 

（第１部会） 

  秋 葉 康 弘   中央大学教授 

新 井   誠   広島大学教授 

石 井 徹 哉   大学改革支援・学位授与機構教授 

上 松 健太郎   弁護士法人オールスター弁護士 

○宇 藤   崇   神戸大学教授 

久 保 大 作   大阪大学教授 

○田 高 寛 貴   慶應義塾大学教授 

野 口 貴公美   一橋大学教授 

星   周一郎   東京都立大学教授 

村 上 正 子   名古屋大学教授 

山 口 温 子   上田廣一法律事務所弁護士 

◎山 川 隆 一   明治大学教授 

 

                           ※ ◎は部会長、○は副部会長 
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（第２部会） 

○青 井 未 帆   学習院大学教授 

石 井 徹 哉   大学改革支援・学位授与機構教授 

大 江 裕 幸   東北大学教授 

奥 田 隆 文   森・濱田松本法律事務所弁護士 

○小 池   泰   九州大学教授 

齊 藤 彰 子   名古屋大学教授 

齊 藤 真 紀   京都大学教授 

佐 藤 隆 之   慶應義塾大学教授 

下 井 康 史   大学改革支援・学位授与機構客員教授 

◎服 部 高 宏   追手門学院大学教授 

廣 澤   努   熱田・廣澤法律事務所弁護士 

藤 本 利 一   大阪大学教授 

峰   ひろみ   東京都立大学教授 

 

                           ※ ◎は部会長、○は副部会長 

 

（第３部会） 

 ○青 木   哲   神戸大学教授 

粟 田 知 穂   慶應義塾大学教授、銀座高橋法律事務所客員弁護士 

石 井 徹 哉   大学改革支援・学位授与機構教授 

石 田   剛   一橋大学教授 

◎北 川 佳世子   早稲田大学教授 

○小 柿 徳 武   大阪公立大学教授 

佐々木 雅 寿   北海道大学教授 

須 藤 陽 子   立命館大学教授 

高 橋 宏 司   同志社大学教授 

栃 木   力   名川・岡村法律事務所客員弁護士 

堀 江 慎 司   京都大学教授 

宮 路 真 行   宮路法律事務所弁護士 

 

                           ※ ◎は部会長、○は副部会長 
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（第４部会） 

  石 井 徹 哉   大学改革支援・学位授与機構教授 

内 村 涼 子   日比谷晴海通り法律事務所弁護士 

下 井 康 史   大学改革支援・学位授与機構客員教授 

関 根 由 紀   神戸大学教授 

◎成 瀬 幸 典   東北大学教授 

藤 澤 治 奈   立教大学教授 

堀 野   出   九州大学教授 

村 田   渉   中央大学教授 

○毛 利   透   京都大学教授 

 

                           ※ ◎は部会長、○は副部会長 

 

（追評価部会） 

  石 井 徹 哉   大学改革支援・学位授与機構教授 

小 林 哲 也   小林総合法律事務所弁護士 

○茶 園 成 樹   大阪大学教授 

◎土 井 真 一   京都大学教授 

 

                           ※ ◎は部会長、○は副部会長 
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２．評価報告書の内容について 

 

「Ⅰ 認証評価結果」 

「Ⅰ 認証評価結果」では、機構が定める評価基準に適合しているか否かを記述しています。 

追評価については、本評価において満たしていないと判断された基準について満たしているか否

かの判断を行い、先の本評価の結果と併せて総合的に考慮し、機構が定める評価基準に適合してい

るか否かを記述しています。 

また、評価基準に適合していないと判断された場合は、その理由を、満たしていない基準につい

ては、その具体的な内容を「改善を要する点」として記述しています。 

 さらに、そのほかの指摘事項（優れた点、特色ある点、改善が望ましい点）がある場合には、上

記結果と併せて記述しています。 

・ 「優れた点」については、法曹養成の基本理念や当該法科大学院の目的に照らして、優れてい

る取組と判断されるもの。 

・ 「特色ある点」については、「優れた点」とまではいえないが、特色ある取組であり、今後も

継続して実施することが期待されるもの。 

・ 「改善が望ましい点」については、基準を満たしていないとまではいえないが、法曹養成の基

本理念や当該法科大学院の目的に照らして、改善が望ましいと判断されるもの。 

 

「Ⅱ 基準ごとの評価」 

「Ⅱ 基準ごとの評価」では、基準ごと（追評価については、本評価で満たしていないと判断さ

れた基準ごと）に「評価結果」において、基準を満たしているかどうか、及び「評価結果の根拠・

理由」においてその根拠・理由を明らかにしています。また、基準を満たしていない場合は「改善

を要する点」においてその具体的な内容を記述しています。 

追評価においては、本評価で満たしていないと判断された基準について、上記と同様に記述して

います。 

 

「Ⅲ 意見の申立て及びその対応」 

「Ⅲ 意見の申立て及びその対応」では、評価結果の確定前に対象法科大学院を置く大学に通知

した評価結果（案）の内容等に対し、意見の申立てがあった場合に、当該申立ての内容を転載する

とともに、それに対する評価委員会の対応を記述しています。 
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з  

│⁸ ─ ╩ ⌐

⇔√ ⁸ ה ⅜ ╘╢ ⌐ ⇔≡™╢⁹ 

ₒ ─ ₓ 

╩ ∆╢ 21─ ─℮∟⁸ ╩ ∆╢ ⅜ ╘╠╣╢ ⁸

⁸ ┘ ╩ ↄ ≡─ ╩ √⇔≡⅔╡⁸ ─ ╩

⌐ ∆╣┌⁸ ─ ─ ⅜ ⌐ ⇔≡™╢⁹ 

 

─ ╣√ ≤⇔≡⁸ ─↓≤⅜ →╠╣╢⁹ 

ủ ꜞהꜟ●כⱨ▼꜡כ ⌐╟╢♀Ⱶ─ ╛⁸ ⌐ ⇔

╩ⱪכꜟ◓כ♃כꜙ♅─ ∆╢⌂≥⇔≡⁸ ₁─ ⌐ ╡⇔√⅝╘ ╛⅛⌂ ⁸

⅜ ↕╣≡™╢⁹↓─ ─ ⁸ Ⱶ≢│⁸♀╢╟⌐כ꜡▼ⱨהꜟ●כꜞ⁸⌐ ⅛

╠─ ╛ ─ ╩ ↑≡ ⁸ ╩ ꜞ⁸כ♃כꜙ♅⁹╢™≡∫ ▼ⱨהꜟ●כ

כ꜡ ┘ ─ ≢ ⌐◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi╩≤∫≡⁸ ─ ╩ ∫≡⅔╡⁸

⌐⅔™≡ ₁─ ─ ⁸ ─ ⁸ ⌂≥─ ⌐≈™≡

↕╣╢ ╖⅜ ╠╣≡™╢⁹ ⁸  

 

─ №╢ ≤⇔≡⁸ ─↓≤⅜ →╠╣╢⁹ 

ủ ⌐⅔™≡⁸ √╢ ≤⇔≡⁸ ≢ ⌂ ─ ⌐

⌂ꜟⱣכ꜡◓╢∆ ╛ ⌂ ╩ ⇔⁸∕─ ╩ ⌐ ↑≡™╢↓≤╩

⅜ ∆═⅝ ⁸ ┘ ≤⇔≡ →⁸∕─√╘⌐⁸ ⌐⅔™≡⁸

≤⇔≡ ⌐ ↨⇔√ ⁸ Sustainable Development Goals ╩ ≤∆

╢ ⌂ ┘ ≤⇔≡─ ⌐ ╦╢◐ꜗꜞ▪ ♃כ♦ה

כ◦ꜝ♥ꜞ ╩ ≤⇔⁸ ─ ⌂ ⅜ ╦╣≡™╢⁹

 

 

─ ╩ ∆╢ ≤⇔≡⁸ ─↓≤⅜ →╠╣╢⁹ 

ủ ─ ┘ ⌐ ⇔≡⁸ ⌐⅔↑╢ ─ ─ ╩ ⇔≡

⌐⅔↑╢ ╩ ⌐ ≠⅝ ⌐ ∆╢╙─≤⌂∫≡™╢⅛ ╠⅛

≢│⌂ↄ⁸╕√⁸ ─ ⌐≈™≡ ─ ⌐⅔™≡ ⌐

∆╢ ╖≤⌂∫≡™⌂™⁹  

ủ ⌐⅔™≡⁸ ┘ ⅛╠╖≡ ≈─ ╩ ⌐ ≈⌐ ⇔≡

↕∑╢╙─≤⌂∫≡™╢⌐╙⅛⅛╦╠∏⁸ ╩ ≤ ≤™℮

⌐⇔≡™╢╙─⅜№╢↓≤⅛╠⁸ ╩ ╕ⅎ√ ⌂ ≤⌂∫

≡™╢≤│™ⅎ⌂™ ⌐№╢⁹  

ủ ⌐⅔™≡ ╛₈ ╡ ╪∞↓≤₉╩ ─ ≤⇔≡ ╖ ╗⌂≥⁸

⅜ ⅛≈ ⌐ ↕╣╢╙─≤⌂∫≡™⌂™ ⅜№╢⁹
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ủ ≤⇔≡─ ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ⇔≡⁸ ─ ⌐╟╡

╩ ∆╢∞↑≢⌂ↄ⁸ ╩ ⌐ ⌐╟╢ ╩ ℮

≤⇔≡™╢↓≤⌐≈™≡⁸ ⌐ ⇔≡™╢╙─≤│ ╘╠╣⌂™⁹ ⁸  

ủ ⌐⅔™≡⁸ ┘ ⌐ ∆╢ ─ ≤⇔≡⁸ ─

╩ ≤⇔√ ╩№→≡™╢↓≤⅛╠⁸ ─ ⅜ ⅛≈ ⌐ ↕╣≡™⌂™⁹

 

 

─ ⅜ ╕⇔™ ≤⇔≡⁸ ─↓≤⅜ →╠╣╢⁹ 

ủ ∕─ ⌐ ∆╢ ≤⇔≡─ ה ⌐⅔™≡⁸ ─ ⁸ ╩

∆╢≤ ↕╣√ ⌐ ⌐⅔™≡ ╩ ℮≤↕╣╢ ⌐≈™

≡ ⌐ ↕╣≡™⌂™⁹╕√⁸ ⌐⅔↑╢ ┘ ⌐ ∆╢ ה

⌐≈™≡⁸ ⌐⅔™≡ ⅜ ™∞↕╣√ ⌐⁸≥─╟℮⌐ ─ ה

⌐ ┘≈ↄ─⅛⅜ ╠⅛≤⌂∫≡™⌂™⁹  

ủ 30 ─ ⁸ ⅛╠─ ⌐ ⇔≡╙ ⅛≈ ⌂

╩≤╢↓≤⅜ ╕╣╢⁹  
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и ↔≤─  
 

 ─ ─  
 

 ─ ⅜ ⌐ ↕╣≡™╢↓≤ 

 

ₒ ₓ ╩ √⇔≡™╢⁹ 

 

ₒ ─ ה ₓ 

─ ⅜ ⌐ ↕╣⁸ ─ ⁸ ⁸ ⇔╟℮≤∆╢ ⅜ ≢№

╢⁹ 

 

 

 ╩ ∆╢ ≢ ⌂ ⅜ ⌐ ↕╣≡™╢≤≤╙⌐⁸ ⌂

⅜ ⌐ ↕╣≡™╢↓≤ 

 

ₒ ₓ ╩ √⇔≡™╢⁹ 

 

ₒ ─ ה ₓ 

─≤⅔╡⁸ ┘ ⌐ ╠⇔≡⁸

─ ┘⌐ ┘ ⅜ ↕╣≡™╢⅜⁸ 16 ─℮∟ ⅜

≤⌂∫≡⅔╡⁸♄▬Ᵽכ◦♥▫ ─ ⅛╠ ⌂™ ⌐№╢⁹√∞⇔⁸ ─ ≤⇔≡

─ ╩ →≡⅔╡⁸ ─ ≢╙ ⌐∕─╟℮⌂ ╖⅜ ╡ ╣╠╣≡™╢⁹ 

≤ ╘╢ ⌐≈™≡│⁸╒╓ ≡─ ⅜ ─ │ ⌐╟∫≡

↕╣≡™╢⁹ ─ │ ⌐╟∫≡ ↕╣≡™⌂™ ⌐≈™≡╙⁸ ─

╛ ≢№∫√ ╩ №╢™│ ≤⇔≡ ∆╢↓≤≢ ─ │ ⌐╟∫≡

↕╣≡™╢╙─≤ ─ ⅜ ↕╣≡™╢⁹ 

─ ⌐ ∆╢ ╩ ∆╢ ≤⇔≡⁸ ₈

₉≤™℮⁹ ⅜ ⅛╣≡™╢⁹ ─ │ ≢│⁸ ⁸

─ ⌐ ╠╣⌂™╙─≤⌂∫≡™√⅜⁸ 10 ⌐ ─ ─℮∟⁸

⁸ ⁸ ╩ ↄ ⁸ ⁸ ⌐╟╡ ↕╣╢╟℮ ╘╠╣√⁹ ≢│⁸

93 ⌐ ↕╣╢ ─℮∟⁸ ⁸ ⌐≈™≡ ⇔≡⅔╡⁸

⌐│⁸ ─≤⅔╡ ↕╣≡™╢⁹⌂⅔⁸ ─

╩ ↑√ ⌐⅔™≡⁸ ─ ⅜ ↕╣⁸ ─ ≤↕╣≡™╢⁹ 

─ ≤⇔≡⁸ ⅜ ⅛╣≡™╢⁹ 

─ ⅜ ⌐ ╦╢ ⌐≈™≡ ─ ╩ ⇔≡⅔╡⁸

─ ⌐ ⌂ ⅜ ↕╣≡™╢⁹ 

─ ╩ ℮√╘─ ≤⇔≡⁸ ⅜ ↕╣⁸∕─℮∟⁸

─ ╩ ∆╢ ≤⇔≡ ─ ⅜ ⌐ ↕╣≡™╢⁹ 

⌐ ∆╢ ─ ─ ─ ⌐ ∆╢√╘⁸ ─≤⅔╡⁸
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☿◐ꜙꜞ♥▫ ☻כ◖ 12 ⁸ ☻◐ꜟ▪♇ⱪ ⁸

Ɫꜝ☻ⱷfi♩ ₈◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi ⌐⌂╢√╘─▪fi●כⱴⱠ

☺ⱷfi♩ ₉ ─☻♃♇ⱨה♦▫ⱬ꜡♇ⱪⱷfi♩ ⅜ ↕╣≡™╢⁹ 

 

 

 ─ ⌐ ∆╢ ─ ⅜ ≢№╢↓≤ 

 

ₒ ₓ ╩ √⇔≡™╢⁹ 

 

ₒ ─ ה ₓ 

⌐╟╡ ⅜ ╘╠╣≡™╢ ⌐≈™≡⁸ ─≤⅔╡ ↕╣≡™╢⁹ 

⅜ ↕╣≡⅔╡⁸ ⌐ ⇔≡ ⌐╟╡ ⅜ ╘╠╣

≡™╢ ⌐≈™≡⁸ ─≤⅔╡ ↕╣≡™╢⁹ 
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─≤⅔╡⁸ ─ ⌐≈™≡─ ה ─ ⁸ ∆═⅝

⅜№∫√ ⌐│⁸ ⅜ ↕╣⁸ ⌐ ≠™√ ⅜⌂↕╣≡™╢⁹╕√⁸

─ ─ ⁸ ┘ ─√╘⌐ ⌐ ╡ ╗ ≤⇔≡ ≤─ ⅜ ↕

╣≡™╢⁹ 

⌂⅔⁸ ≢ ↕╣√⁸ ≢№╢₈ ₉⁸₈ ₉ ┘

₈ ₉─╖ ⌐ ─ ╩ ≤⇔≡™╢↓≤⅜ ⌂

⌐⌂╡ ╢ ⅜№╢≤™℮ ⌐≈™≡⁸ ⌐ ─ ⅜№∫√↓≤⅛╠ ╩

ⅎ╢╕≢ ⅜≢⅝⌂™ ⌐№∫√≤∆╢⅜⁸ ─ │ ≢№╢≤⇔≡╙∕╣╩

∆╢╟℮⌂ ⅜ ╦╣∏⁸ ─ ⌐ ⇔≡ ⌂ ⅜ ╦╣√≤│ ╘╠╣⌂™⁹ 

∂ↄ ≢ ↕╣√⁸ ╩≤╢ ─ ⅜ ∏⇔╙ ⌐

↕╣≡⅔╠∏⁸ ₁─ ⌐⅔↑╢ ─ ╩ ≢ ∆╢⌂≥─ ⅜ ∂╠

╣≡™⌂™ ⌐≈™≡│⁸ ⌐⅔™≡╙ ↕╣≡™⌂™ ⌐№∫√⅜⁸ ─

⌐⅔™≡⁸ ≡─ ⌐ ↕╣√⁹ 

 

 

 ─ ╩ ⇔⁸↕╠⌐ ╩ │ ∆╢ ╙ ╘⁸∕─ ─

┘ ╩ ∫≡™╢↓≤ 

 

ₒ ₓ ╩ √⇔≡™⌂™⁹ 

 

ₒ ╩ ∆╢ ₓ 

ủ ─ ┘ ⌐ ⇔≡⁸ ⌐⅔↑╢ ─ ─ ╩ ⇔≡

⌐⅔↑╢ ╩ ⌐ ≠⅝ ⌐ ∆╢╙─≤⌂∫≡™╢⅛ ╠⅛≢│

⌂ↄ⁸╕√⁸ ─ ⌐≈™≡ ─ ⌐⅔™≡ ⌐ ∆╢

╖≤⌂∫≡™⌂™⁹ 

 

ₒ ─ ה ₓ 

─ ┘ ⌐ ⇔≡│⁸ ─ ⌐╟╡ ╦╣≡⅔╡⁸ ↔≤⌐ ╘╢ ⁸

│ ─ ⁸ ┘ ─ ┘⌐ ─ ⅜ ⁸ ⁸

⌐⅔™≡ ╘╠╣≡™╢⁹⌂⅔⁸ ─≤⅔╡⁸

─ ⌐ ⇔≡│ ─ ─ ⁸ ┘ │ ╦╣≡™⌂™⁹ 

≥─╟℮⌂ ╩ ∆╢⅛⌐≈™≡│⁸ ≤™℮ ≢ ─ ╩ ↑

╢ ╖≤⌂∫≡™╢⅜⁸ ⌐⅔↑╢ ─ ─ ╩ ⇔≡ ⌐⅔

↑╢ ╩ ⌐ ≠⅝ ⌐ ∆╢╙─≤⌂∫≡™╢⅛ ╠⅛≢│⌂ↄ⁸╕√⁸

⌐ ∆╢ ─ ⌐≈™≡ ─ ⌐⅔™≡ ⌐ ∆╢

╖≤⌂∫≡™⌂™⁹ 

─ ┘ ─ ⌐ ∆╢ ─ ⌐≈™≡⁸₈ ⌐⅔↑╢ ─

─ ₉⌐⅔™≡ ╘╠╣≡⅔╡⁸ ─≤⅔╡⁸ ─

┘ ─ ⌐ ∆╢ ⅜ ⌐ ↕╣≡™╢⁹ 

─≤⅔╡⁸ ⁸ ≤
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─≥כ꜡▼ⱨהꜟ●כꜞ ─ ⅜⁸ ─ ┘ ─ ╩ ╢√╘─ ≤⇔≡

⌐ ↕╣≡™╢⁹ 

─ ╩ │ ∆╢ ⌐ ⇔≡⁸ ⁸

─≥כ꜡▼ⱨהꜟ●כꜞ≥ ⅜⁸ ─ ─ ⁸ ╩ ╢ ≤⇔≡

⌐ ↕╣≡™╢⁹ 

 

 

 ⅜ ⌐ ≠™≡ ℮↓≤≤↕╣≡™╢ ⅜ ⌐

↕╣≡™╢↓≤ 

 

ₒ ₓ ╩ √⇔≡™╢⁹ 

 

ₒ ─ ה ₓ 

⁸ ≤ ⅜ ↕╣≡⅔╡⁸ ≤─

⌐ ≠™≡⁸ ⅜ ℮↓≤≤↕╣≡™╢ │ ⌐ ↕╣≡™╢⁹

⌂⅔⁸ ≤─ ⌐ ≠™≡⁸

⅜ ℮↓≤≤↕╣≡™╢ │⁸ ⌐ ↕╣╢↓≤≤⌂∫≡™╢⁹ 
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 ┘  
 

 ⅜ ⅛≈ ≢№╢↓≤ 

 

ₒ ₓ ╩ √⇔≡™╢⁹ 

 

ₒ ─ ה ₓ 

⅜⁸ ─ ╩ ╕ⅎ≡⁸ ⅛≈ ⌐ ↕╣≡™╢⁹ 

 

 

 ⅜⁸ ≤ ≢№╢↓≤ 

 

ₒ ₓ ╩ √⇔≡™╢⁹ 

 

ₒ ─ ה ₓ 

⌐⅔™≡⁸ᵑ ─ ─ ⁸ᵒ ⌐ ∆╢ ⁸ᵓ ─

─ ⅜ ⅛≈ ⌐ ↕╣≡™╢⁹ 

╕√⁸ ≤ ⅜ ╩ ⇔≡™╢⁹⌂⅔⁸ ⌐⅔™≡ ↕╣

╢⁸ √╢ ≤⇔≡⁸ ≢ ⌂ ─ ⌐ ⌂ꜟⱣכ꜡◓╢∆ ╛

⌂ ≤⁸∕─ ╩ ⌐ ↑╢√╘⌐⁸ ⌐⅔™≡⁸ ≤⇔

≡ ⌐ ↨⇔√ ⁸ Sustainable Development Goals ╩ ≤∆╢ ⌂

┘ ≤⇔≡─ ⌐ ╦╢◐ꜗꜞ▪ כ◦ꜝ♥ꜞ♃כ♦ה ╩

≤⇔≡ ⇔⁸ ─ ⌂ ⅜ ╦╣≡™╢⁹ 

 

 

 ─ ⅜⁸ ┘ ⌐ ⇔≡⅔╡⁸ ⅛≈

≢№╡⁸ ⅜ ⌐┤↕╦⇔™ ┘ ≢№╢↓≤ 

 

ₒ ₓ ╩ √⇔≡™⌂™⁹ 

 

ₒ ╩ ∆╢ ₓ 

ủ ⌐⅔™≡⁸ ┘ ⅛╠╖≡ ≈─ ╩ ⌐ ≈⌐ ⇔≡

↕∑╢╙─≤⌂∫≡™╢⌐╙⅛⅛╦╠∏⁸ ╩ ≤ ≤™℮

⌐⇔≡™╢╙─⅜№╢↓≤⅛╠⁸ ╩ ╕ⅎ√ ⌂ ≤⌂∫≡™╢

≤│™ⅎ⌂™ ⌐№╢⁹ 

 

ₒ ─ ה ₓ 

─ ⁸ ─ ⁸ ⁸ ה

┘ ה ─∕╣∙╣⌐≈™≡⁸ ─ ⌐ ╠⇔≡ ≤ ╘╠╣╢ ─

⅜ ↕╣≡™╢⁹ 
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⌂⅔⁸₈ ₉≤₈ ₉⌐≈™≡⁸ ⅜ ─ ⌐ ↕

╣⁸ ⅜ ─ ⌐ ↕╣≡™╢⅜⁸∕╣∙╣─ ┘ ⅛╠│⁸

≈─ ╩ ⌐ ≈⌐ ⇔≡ ↕∑╢╙─≤⌂∫≡⅔╡⁸₈ ₉≢ ╡

℮ ┘ ⅜₈ ₉≢ ╡ ℮ ─ ≤ ↑╢↓≤│≢⅝⌂™⁹∕─

√╘⁸ ╩ ≤ ≤™℮ ≤∆╢↓≤│ ≢№╡⁸

╩ ╕ⅎ√ ⌂ ≤⌂∫≡™╢≤│™ⅎ⌂™ ⌐№╢⁹↓─ ⌐≈™≡│⁸

╟╡ ╘╠╣╢ ≢№╢⁹ 

⌐≈™≡│⁸ ╩ ⇔√ ⌐ ╩ ∆╢╟℮ ⅜ ↕╣

≡™╢⁹ 

╕√⁸ ─ ⌐ ∂≡⁸ ⁸ ה ┘ ה

╩ ∆╢╟℮ ⅜ ↕╣≡™╢⁹ 

ה ≤⇔≡⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ┘ ⅜

↕╣≡™╢⁹ ↕╣≡™⌂™ ⌐≈™≡│ ↕╣╢↓≤≤⌂∫≡

⅔╡⁸ ⁸ ⌐≈™≡╙ ⌐ ↑√ ⅜⌂↕╣≡™╢⁹ 

≤⇔≡⁸ ⅜ ⇔╟℮≤∆╢ ⌐ ⇔√ ⅜ ↕╣≡™╢⁹ 
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╦╣≡™╢⁹ 

⌐⅔↑╢ ─ ⅜⁸ ≤─ ⌐⅔™≡ ⌐ ≠⅝ ╘╠╣√

┘ ⌐ ⇔√╙─≤⌂∫≡™╢⁹ 

─ ╩ ℮ ⅜ ≤⇔≡ 35 ⌐╦√╢╙─≤⌂∫≡™╢⁹ 

─ ⅜⁸ ⌐╟╡ ╘╠╣≡⅔╡⁸ ┘ ─ ⌐ ↑⁸

─ ╩ ⱶ⁸כ♃ ╩ ⱶ⁸כ♃ ─ ╩ ⱶ⁸כ♃ ╩ ≡⇔≥ⱶכ♃

↕╣≡™╢⁹ 

─ ─ ⅜ ↑╠╣≡⅔╡⁸
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⌐ ╦╣≡™╢↓≤⌐≈™≡⁸ ⌐ ⅝ ╕≢ ╩≤╢ ─

⅜ ∏⇔╙ ⌐ ↕╣≡⅔╠∏⁸ ₁─ ⌐⅔↑╢ ─ ╩ ≢

∆╢⌂≥─ ⅜ ∂╠╣≡™⌂⅛∫√⅜⁸ ⅛╠ ┼ ─ ⌐≈™≡

↕╣√⁹╕√⁸ ⌐╟╢ ─ ╩ ⁸

⌐⅔™≡ ─ ─ ╛ ≤≤╙⌐ ⇔⁸ ╛ ─ ─ ⅜ ™

⌐≈™≡ ╩ ™⁸ ⌐⅔™≡⁸ ⌐≈⅝⁸ ⅜ ≤ ─ ┘

─ ╛ ─ ╩ ⇔√ ≢⁸ ∆╢ ⌐≈™≡│⁸ ⅛╠─ ≢

⌂ ⅛≥℮⅛╩ ≢ ⇔⁸ ⅜№╣┌ ─ ╩ ╘╢⌂≥ ⌂ ⅜⌂↕╣

╢ ⅜ ↕╣√⁹ 

╩ ∆╢ ⌐│⁸ ⅜ ⌐ │ ╩ ↑╢↓≤─⌂™╟℮ ↕╣≡

™╢⁹╕√⁸ ─ │ ↑╠╣≡™⌂™⁹ 

⌐ ∆╢ ≡ ⅜⁸ ⌐ ↑╠╣≡™╢⁹⌂⅔⁸ ⌐│⁸

─ │ ⌐ ∆╢ ╩ ≤∆╢ │ ≤⇔⌂™⁹

≤⌂∫≡™√⅜⁸ 10 ⌐ ⌐ ∆╢ ┘ ╩ ≤∆╢≤

╘╠╣√⁹ 

≤⇔≡─ ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ∆╢ ⅜⁸ ⌐⅔™≡

╘╠╣≡™╢⅜⁸ ↑─ ⌐⅔™≡⁸ ─ ⌐

╟╡ ╩ ∆╢∞↑≢⌂ↄ⁸ ╩ ⌐ ⌐╟╢ ╩

∫≡™╢√╘⁸ ⌐ ⇔≡™╢╙─≤ ╘╠╣⌂™⁹⌂⅔⁸ ↑─

─ ⅛╠ ╩ ⇔⁸ ─╖ ∆╢╟℮ ╩ ╘╢↓

≤≤↕╣≡™╢⁹ 

─ ⌐⅔™≡ ⇔√ ╛ ─ ─ ⌐ ∆╢ ⅜⁸

⌐⅔™≡⁸ ⌐ ™ ╘╠╣≡™╢⁹ 

 

 

 ─ ┘ ⌐ ⇔≡ ⅜ ↕╣⁸ ⌂

⅜ ↕╣≡™╢↓≤ 

 

ₒ ₓ ╩ √⇔≡™╢⁹ 

 

ₒ ─ ה ₓ 

─ ⁸ ┘ ⌐ ⇔≡⁸ ⅜ ⌐ ↕╣≡⅔╡⁸

⌐⅔™≡ ⌐ ↕╣≡™╢⁹ 

─ ⅜⁸ ⌐ ⇔≡ ⌐ ↕╣≡™╢⁹ 

 

 

 ─ ⅜ ≢№╢↓≤ 

 

ₒ ₓ ╩ √⇔≡™╢⁹ 
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ₒ ─ ה ₓ 

─≤⅔╡⁸ ─ ─ ⅜ ⌂ ⌐≤≥╘╠

╣≡™╢⁹ 

─ ⌐│⁸∕─ ⁸ ┘ ─ ⌐ ∂≡⁸ ─

⅜ ⅎ╠╣≡™╢⁹⌂⅔⁸ ─≤⅔╡⁸ ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ─

╙№∫≡⁸ ⅜ ╩ ≢⅝≡™⌂™ ⅜ ™≡⅔╡⁸ ⌐⅔

™≡ ⇔√ │™⌂™⅜⁸ ┘ ⌐⅔™≡⁸ ─ ╩ ™ ╩ ↑

╢↓≤≢⁸ ╩ ╛ ⌐ ≢⅝╢√╘─ ≤⇔≡ ⇔≡™╢⁹ 
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 ─ ┘  
 

 ⅜ ⅛≈ ⌐ ╘╠╣≡™╢↓≤ 

 

ₒ ₓ ╩ √⇔≡™╢⁹ 

 

ₒ ─ ה ₓ 

⌐⅔™≡⁸ ⌐ ╘╢ ┘ ⅜ ⌐ ↕╣≡™╢⁹ 

╕√⁸ ⌐ ╘╢ ┘ ╩ ⇔ ∆╢√╘⌐⁸≥─╟℮⌂ ≢

╩ ∆╢⅛⌐≈™≡⁸ ⌐ ↕╣≡™╢⁹ 

─ ┘ ╩ ≤∆╢ ⅜ ↕╣≡⅔╡⁸

⌐⅔™≡⁸ ⌐ ⇔≡≥─ ─ ╩ ╘╢⅛⌐≈™≡⁸ ⌐ ↕╣≡™╢⁹ 

 

 

 ─ ⅜ ⌐ ↕╣≡™╢↓≤ 

 

ₒ ₓ ╩ √⇔≡™⌂™⁹ 

 

ₒ ╩ ∆╢ ₓ 

ủ ⌐⅔™≡⁸ ┘ ⌐ ∆╢ ─ ≤⇔≡⁸ ─

╩ ≤⇔√ ╩№→≡™╢↓≤⅛╠⁸ ─ ╣⅜ ⅛≈ ⌐ ↕╣≡™⌂™⁹ 

ủ ≤⇔≡─ ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ⇔≡⁸ ─ ⌐╟╡

╩ ∆╢∞↑≢⌂ↄ⁸ ⌐ ⌐ ⌐╟╢ ╩ ℮≤⇔

≡™╢↓≤⌐≈™≡⁸ ─ ⅜ ⌐ ⇔≡™╢╙─≤│ ╘╠╣⌂™⁹ 

 

ₒ ─ ה ₓ 

⌐ ∫≡⁸ ─≤⅔╡ ─ ⅜ ↕╣≡⅔╡⁸

⌂ ─ ⁸ ⅜ ⇔╛∆™╟℮ ╩ ≡ ≤∆╢ ╩ ℮⌂≥⇔≡™╢⅜⁸

┘ ⌐ ∆╢ ─ ≤⇔≡⁸ ─ ╩ ≤⇔√ ╩№

→≡™╢↓≤⅛╠⁸ ⅛≈ ⌐ ─ ⅜ ↕╣≡™⌂™⁹╕√⁸

↑─ ⌐⅔™≡⁸ ─ ⌐╟╡ ╩ ∆╢∞↑≢

⌂ↄ⁸ ╩ ⌐ ⌐╟╢ ╩ ∫≡™╢√╘⁸ ⌐ ⇔≡™╢╙─≤

│ ╘╠╣⌂™⁹⌂⅔⁸ ↑─ ⅛╠⁸ ─ ╩ ≤⇔√

⌐ ∆╢ │ ⌐ ↕╣⁸ ─ ⅛╠ ╩ ⇔⁸

─╖ ∆╢╟℮ ╩ ╘╢↓≤≤↕╣≡™╢⁹ 

⌐ ∫√ ─ ⅜ ⌐ ╦╣≡™╢⅛≥℮⅛╩ ∆╢√╘─ ⅜

⌐⅔™≡ ╦╣≡⅔╡⁸ ╛ ─ ⅜ ╦╣╢⌂≥⁸∕─ ⅜

─ ⌐ ≡╠╣≡™╢⁹ 
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 ┘ ⅜ ┘ ⌐ ⇔≡ ⌂ ≤⌂∫≡™╢

↓≤ 

 

ₒ ₓ ╩ √⇔≡™╢⁹ 

 

ₒ ─ ה ₓ 

─≤⅔╡⁸ │ 70 ≢№╡⁸ ⅛╠╖≡ ⌂ ≤⌂∫≡™

╢⁹ 

╕√⁸ ─≤⅔╡⁸ ⌐ ∆╢ ─ ⁸ ⌐ ∆╢

─ ⁸ ─ ┘ ⅜⁸ ⌂ ⁸ │ ≤⌂∫≡™╢⁹ 
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 ⁸ ┘ ─  
 

 ─ ⌐ ⌂ ┘ ⅜ ↕╣⁸ ⌐ ↕╣≡™╢↓≤ 

 

ₒ ₓ ╩ √⇔≡™╢⁹ 

 

ₒ ─ ה ₓ 

⅜ ⅜№╢◐ꜗfiⱤ☻⌐ ∆╢↓≤⌐ ™ ה ╩ ⇔≡™╢≤↓╤⁸

─ ⌐ ⌂ ה ⅜ ⌐ ≠⅝ ↕╣⁸ ⌐ ↕╣≡™╢⁹ ⌐⁸

⁸│☻כⱬ♃כ♦ ⌐ ∆╢╙─⌐ ╠∏⁸Beck-online╛ Westlaw classic─╟℮⌂

⌐ ∆╢╙─╙ ↕╣≡™╢⁹ 

ה ⌐≈™≡│⁸ ⅜ ─ ↕╣≡™╢ ◐ꜗfiⱤ☻┼ ≢№╡⁸

∕─ ⌐ ™ ה ─ ⅜ ╠╣⁸ ┘ ┘⌐ ─ ╩ ╘⁸

─ ⌐ ⌂ ה ⅜ ⌐ ≠⅝ ↕╣⁸ ⌐ ↕╣≡™╢⁹ 

⌂⅔⁸ ⌐≈™≡│⁸ ─ ⌐ ™⁸ ◐ꜗfiⱤ☻⅛╠─ ⅜ ⇔

≡⅔╡⁸ ≢ ≤⌂╢√╘⁸ ⌐⅔™≡ ┘ ─ ─

⌐≤∫≡ ─ ⌐ ⇔ ⌐ ⅜ ∂≡™⌂™↓≤╩ ∆╢ ⅜№╢⁹ 

 

 

 ⌐ ⇔≡⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸Ɫꜝ☻ⱷfi♩ ⌐ ∆╢ ה ⁸

⅜ ╦╣≡™╢↓≤ 

 

ₒ ₓ ╩ √⇔≡™╢⁹ 

 

ₒ ─ ה ₓ 

⁸ ┘ ─ ╩ ⇔⁸ ⌂ ≤⇔≡ ─ ≤ כ♃כꜙ♅⌐

⌐╟╢ ⅜ ╦╣≡™╢⁹ 

⌂⅔⁸ꜞ ─Ⱶ♀╢╟⌐כ꜡▼ⱨהꜟ●כ ╛⁸ ⌐ ⇔ כꜟ◓כ♃כꜙ♅─

ⱪ╩ ∆╢⌂≥⇔≡⁸ ₁─ ⌐ ╡⇔√⅝╘ ╛⅛⌂ ⁸ ⅜ ↕╣≡™╢⁹

↓─ ─ ⁸ Ⱶ≢│⁸♀╢╟⌐כ꜡▼ⱨהꜟ●כꜞ⁸⌐ ⅛╠─ ╛ ─ ╩ ↑≡

⁸ ╩ כ꜡▼ⱨהꜟ●כꜞ⁸כ♃כꜙ♅⁸╡⅔≡∫ ┘ ─ ≢ ⌐◖Ⱶꜙ♬

fi╩≤∫≡⁸ꜛ◦כ◔ ─ ╩ ∫≡⅔╡⁸ ⌐⅔™≡ ₁─ ─ ⁸

⌂≥─ ⌐≈™≡ ↕╣╢ ╖⅜ ╠╣≡™╢⁹ 

─ ⁸ ┘ ⌐ ∆╢ ה ╩ ⇔⁸ ⌂ ≤⇔≡

◦☻♥ⱶ╩ ∂≡⁸ ⁸ ─ ╩ ∆╢⌂≥⅜ ╦╣≡™╢⁹

╛ ─ ≤⌂∫≡™╢ ☿fi♃כ │⁸ ◐ꜗfiⱤ☻⌐ ═╛╛ ⌂

™ ⌐№╢⅜⁸ ⌂ↄ ↕╣≡™╢⁹ 

Ɫꜝ☻ⱷfi♩⌐ ⇔≡⁸ │ ─ ⅜ ↕╣√ ⌂ ⅜ ↕╣≡™

╢⁹ ⇔ ╖│⁸ⱷכꜟ№╢™│ ◐ꜗfiⱤ☻⌐ ™≡ ℮ ⅜№╡⁸ ─ │

≤ ◐ꜗfiⱤ☻⌐ ═ │№╢╙──⁸ ⌐ ↕╣≡™╢⁹ 
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